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「特別警報」・「避難準備・高齢者等避難開始」・「避難勧告」・「避難指示（緊急）」

「緊急安全確保」等発令時（※警戒レベル３以上）・地震発生時の対応について 

 

 平素より、園運営につきまして、ご理解ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、平成３０年７月の西日本豪雨により岡山県でも甚大な被害がありました。それに伴い、

岡山市の通知に基づき下記のように対応したいと考えておりますので事前に皆様へお知らせいた

します。今後は、この案内に沿った対応になりますので、各自大切に保管しておいてください。 

 

記 

 

（１）園の所在地において発令（岡山市北区富田）（※警戒レベル３以上） 

 ア 登園前に発令された場合 

   午前６時～午前７時の段階で発令された場合は、１日休園とする。（解除後も、当該休園日

については再開をしない。） 

基本的には休園の場合“うさぎメール”でお知らせしますが、電波状況によりメールが届

かないこともあるので各自で災害状況を確認してください。 

※園の所在地において警報等が発令されていない場合でも職員が出勤できない状況に 

あって、開園時間が変更になる場合“うさぎメール”でお知らせします。 

 イ 登園後に発令された場合 

   ①「特別警報」・「避難準備・高齢者等避難開始」発令 

   園で待機し、保護者への引渡しによる降園を基本（ただし、発令地域に自宅がある場合は、

保護者と相談して判断する。）とします。園周辺の状況により緊急を要する場合は、引渡し

を中断して、避難場所への誘導を開始します。その後、避難場所での引渡しを行います。 

   ②「避難勧告」・「避難指示（緊急）」「緊急安全確保」発令 

   避難場所への誘導を最優先とします。その後、避難場所で保護者への引渡しを行います。 

 ウ 園の所在地において長期間の「避難指示」「緊急安全確保」が発令された場合 

   気象情報や道路状況を含め、安全が確保されていると判断した場合に限り 

園から連絡の上、開園します。 

   

（２）園の所在地において地震が発生した場合（震度５弱以上） 

 ア 閉園後（平日午後７時以降から翌朝の開園前）に発生した場合 

   園の施設等の安全確認のため、休園（終日）する。 

   ※土曜日閉園後から翌開園日の開園前に発生した場合、翌開園日（祝祭日を除く）を施設

等の安全確認のため、休園（終日）とする。 

   ※開園中に地震が発生した場合は、津波警報等の情報にも留意しながら、特別警報、 

避難勧告、避難指示（緊急）、緊急安全確保の場合と同様の対応を行います。 

 



（３）園児の住宅地において発令 （お住まいの住所）（※警戒レベル３以上） 

 ア 登園前に発令された場合 

   登園は控えてください。 

 イ 保育時間内に解除された場合 

   安全に気をつけて保護者の判断により登園してもかまいません。 

 ウ 登園後に発令された場合 

保護者から申出があった場合は、保護者へ引渡しします。 

※職員については、居住地において避難勧告・避難指示（緊急）が発令の場合、 

（※警戒レベル４）出勤しない。（“暴風警報”“避難準備・高齢者等避難開始”を除く） 

上記の場合、年間指定休及び年次有給休暇ではなく“休業扱い”となります。 

休業扱いの場合であっても、通常支払う賃金を支払うものとします。 

 ※避難勧告・避難指示（緊急）が発令されていないが休む場合は、年間指定休又は年次有給休

暇で対応する。 

 

（４）防災情報の入手方法について 

   通常のテレビ放送画面による告知は注意報や警報のみで、「避難準備・高齢者等避難開始」

や「避難勧告」・「避難指示（緊急）」・「緊急安全確保」の発令状況について表示されないこ

とがあります。 

   よって、次の方法を参考に情報を入手してください。 

   「岡山市ホームページ」・「おかやま防災情報メール」・「緊急告知 FM ラジオ」・「災害情報

共有システム L アラート」等 

   ※スマートフォンをお持ちの場合は、「おかやま防災ポータル」サイトがおすすめです。 

 

（５）避難場所について 

   富田保育園の指定避難場所は岡山市立岡南小学校に指定されておりますが、 

当園から距離がある事から原則 

第１避難場所 ⇒ 富田保育園  

第２避難場所 ⇒ スーパースポーツゼビオ３F となっております。 

   緊急時、避難場所の変更、子どもさんの状況等は「うさぎメール」でお知らせします。 

 

以上 

※上記警報以外（例えば、暴風警報等）で園児に危険が及ぶと判断した場合や、 

被害により保育を行う事が困難な場合、お迎えをお願いする場合があります。 

 

大雨・洪水警戒レベル表 

 法改正（前） 法改正（後） 

警戒レベル５ 避難指示（緊急） 緊急安全確保 

警戒レベル４ 避難勧告 避難指示 

警戒レベル３ 避難準備・高齢者等避難開始 変更なし 

 


